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～尼崎市水道労働組合との交渉状況～ 

 

 

平成 30 年度第４号

平成 30 年 12 月５日

 

 

尼崎市公営企業局 

企画管理課 

 

―平成３０年度年末一時金及び合理化交渉等について― 

 

平成３０年１１月１３日（火）午後６時１５分から午後７時２０分まで、及び平成３０年１１月２６

日（月）午後４時１０分から午後５時まで、上下水道庁舎４階会議室にて、平成３０年１１月５日（月）

に提出された秋季単組独自要求書についての回答を示すとともに、平成３０年度年末一時金等について

交渉を行った。 

 

○今回の交渉の議題 

・２０１８年度秋季単組独自要求書について 

・平成３０年度給与改定について 

・２０１８年末一時金に関する統一要求書について 

・臨時的任用職員の賃金日額について 

・特定保健指導受診に係る職務専念義務の免除について 

・公営企業局における平成３１年度向けアウトソーシングについて 

○要求等に対する回答 

・「２０１８年度秋季単組独自要求書」についての回答（メモ）      ・・・ 別紙１ 

 

○交渉における質疑応答（要旨） 

１ 秋季単組独自要求について 

組合の主張 当局の回答 

上下水道庁舎について 

 メモには、「一旦補修を行い、９月の台風２１号

の際に雨漏りが発生したがそれ以降は発生してい

ない。来年度に外壁工事を行う。」とあるが、それ

までの間は雨漏りは発生しない、雨漏りしたとす

れば、それは仕方がないということか。 

 

元々今年度に外壁工事を行う予定であったが、

設計業務の入札が不調となったことから、工事が

来年度にずれ込んだ経緯がある。それまでは対処

療法で対応したが、外壁工事を行えば抜本的対策

になると考えている。 
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職場内の不均衡な業務バランスについて 

 メモに、「各職員の業務分担については職員の職

責や能力、組織運営の必要性などを踏まえ適正に

割り振りを行っている。」とあるが、能力のある職

員にばかり負荷がかかっているように見える。ま

た頼みやす職員に担当外の業務を担わせたり、職

責が上の職員より下の職員に負荷がかかっている

ように思えるケースもあるので、所属長が所属の

業務配分を決めているとは思うが、３６協定や労

働安全の観点からも所属任せにせず企画管理課か

らも指導等をお願いしたい。 

 

 ３６協定で定めている時間外勤務の限度時間を

超えて時間外勤務を命じる場合、事前協議を書面

で行う必要がある。その中で時間外勤務を抑制す

るために事務の執行体制をどうしていくのかを記

載することになっており企画管理課でも確認し、

また組合にも写しをお渡ししている。仕事の割り

振りについては担当者と所属長で受け止め方が違

う部分もあると思うので、こういった意見があっ

たということは所属長には伝えておく。 

人員確保について 

 ３６協定の事前協議書を見ていると、数年前に

比較すると時間外勤務も減っているようだが、そ

れでも部署毎に偏りを感じる部分もあるので、総

合窓口の委託で生じる余剰人員については、適正

な補充をお願いしたい。 

 

 できるだけ職員間で偏りがないよう時間外勤務

を適正に管理するとともに効率的な職員配置に努

めていきたい。 

アウトソーシングについて 

 「業務執行体制の見直しに向けた今後の方向性

について」の考え方に基づき、アウトソーシング

の取組みを実施しているとのことだが、そもそも

この考え方がどうなのか。災害対策等を考えると、

ただ減らすだけでは有事に対応できないのではな

いか。 

 

災害対策については、災害の程度にもよるが、

それに見合った体制を取る。例えば人数がある程

度必要になる広報班についても、今年度の停電の

際には、企画管理課職員やボートレース事業部の

職員も応援し対応している。災害対策については、

応急給水も含めて、直接の担当職員だけでなく、

局又は市全体で対応したいと考えている。 

委託する予定が入札不調で受け手がないといっ

た事態や委託が長期間になってくれば業者に金額

を釣りあげられてもわからないといった事態も想

定されるので、委託したとしても技術力を確保し

ていく必要がある。その点からも、技能労務職の

職員を安易に減らすのではなく、モニタリングの

職員に活用するなど考えてもらいたい。 

そういった意見も含めアウトソーシングに伴う

技術力の確保・継承については十分に考慮して実

施していく。 

休憩場所について 

 一定の場所を確保とあるが、具体的に教えても

らいたい。 

 

４階の図書室のほか、総合窓口でどうするか未

定だが、現時点では１階にも出口近くに小部屋を

用意している。 
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保健師について 

 昨年度までは庁舎内を巡回するなど手厚い対応

をしていたようだが、今年度からは市役所まで行

く必要があるので、対応としてはどうなのか。 

 

これまで水道局独自での採用では保健師が定着

しないといった事情もあり、より専門的で安定的

な体制とするために給与課職員健康推進担当の保

健師が対応することとしたものである。 

ライフラインにおける危機管理体制について 

 台風２１号における停電被害による応急給水に

ついて、公園や学校でも給水できなかったのか。

 

 

 

 

 

今回の台風での被害については停電によるもの

であり、戸建には影響がなく、集合住宅や同じマ

ンションで、水が出る棟と出ない棟があるなど、

被害の詳細がわからないなかで、半径１キロで全

市をカバーするための給水ポイントを決めて応急

給水を行ったものである。今回の対応を踏まえて、

災害の状況に応じた対応に努めていく。 

 先日、潮江で防災訓練があったが、昨年度に相

手先から質問された事項について、何の回答もさ

れておらず、また鍵の受け渡し等の課題について

もなんら進展していない状況にあった。どう対応

するつもりなのか。 

基本的には所属で対応してもらいたい。また、

鍵の受け渡しについては、危機管理マニュアルに

方向性を示しており、引き続きこれに沿った対応

をできるようにしていく。 

 被災地への職員の派遣については、偏りのない

よう人選をお願いしたい。また派遣中の職員の業

務については、フォローできる体制をお願いした

い。 

これまでもそのように対応しており、要望は理

解している。 

 

２ 平成３１年度向けアウトソーシングについて 

組合の主張 当局の回答 

転職にあたって、今まさに自己申告をもとに面

談等を行っているが、本人意向を最大限に尊重し

ていただきたい。転職希望職員の募集にあたり応

募者全員が募集人数を下回る際はどうなるのか。

総務局に確認を行ったところ、合理化対象職場

において過配になる人数が転職可能人数となり、

その職場の職員が優先される。その次にその他の

職場の希望した職員の中で選考され、それでも埋

まらなければ、空き枠となる。 

 空き枠だと、現業職で過配が出る可能性がある

が、それはよいのか。 

去年の実績から考えると、枠は埋まると思うが、

制度上は過配のままで、積み重なったらどうする

のかは今後の課題である。 
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 公営企業局に過配でおいておく考えはないの

か。例えば病気で休んでいる職員等はどうするの

か。 

委託料として予算を計上するので、その分の人

件費をさらに積むという考えはない。万が一病気

等なんらかの事情が場合は、企画管理課付けとな

る。 

 諾否期限の１１月３０日（金）まで数日しかな

いが、今のままでは平行線である。工夫できるこ

とがあれば、期限を延ばして協議することも考え

ている。施設課と浄化センターの削減人数の合計

数は変えずに、施設毎の削減人数を変える等の工

夫はできないか。 

提案内容に問題があるとは思っていないが、９

月２６日に提案してからまだ２か月も経っておら

ず、協議も十分にできていない状況であるため、

現在の状況では協議期間をもっと確保する必要が

あると考えている。また今は施設課の削減人数が

論点になっているが、今後協議を続けていく中で、

他にも意見が出てくるかもしれない。来月には転

職の募集が始まり、募集状況や各職場での意向調

査の状況ももう少しはっきりしたものが見えてく

る。そういった情報も踏まえる中で、お互いが歩

み寄れるものが見つかるかもしれないし、なんら

かの工夫ができるかもしれない。ただ、この場で

すぐには回答できない。 

 施設課の職員が休みたいから人員増を希望して

いるわけではなく、元々回っておらず、今は直営

なのでなんとかなっているが、委託になると突発

的な事態に対応できない。浄化センターの削減後

の残りの職員のうち１名を施設課に譲り、浄化セ

ンターは１１名体制とし、月曜日から金曜日に重

なる祝日を直営対応とすれば、祝日等による長期

休暇中の設備メンテナンスの心配を取り除くこと

ができる上に、年末年始を含めた１００日程の休

みも取れるのでこのあたりで歩み寄りができない

か。 

即答できないのもわかるし、まだ仕様書も作成

できていないので、精査する必要もあると思うが、

このままでは平行線であり、否で返すしかなくな

る。協議を継続するためには、その方向で進んで

欲しいと考えている。 

平日に重なる祝日を勤務したいという主旨と、

施設課の人数を増やすことは矛盾しており前回も

回答している。 
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 何もかも否定するのではなく、歩み寄れるとこ

ろを出してもらいたい。今のままでは諾否期限ま

でに結論を出すのが難しい。期限を延ばしてもら

って、よりよい解決法を検討していきたい。 

できるだけ諾をもらってアウトソーシングを進

めていきたいと考えているので、諾否期限を１月

下旬頃まで延ばすことを考えているが詳細は窓口

で協議させてもらう。また、12 月になると転職希

望職員の募集が始まるが、それは進めさせてもら

いたい。 

課題解決の方向性 

諾否期限を延長し、引き続き協議することとした。（修正メモ 別紙２） 

  

以 上   
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別紙１ 

「２０１８年度 秋季単組独自要求書」についての回答（メモ） 

平成３０年１１月１３日 

 

要求事項 回答 

１．賃金・手当・昇格・昇給に関すること  

⑴ 現在４級にある係長と主任とを区分する

ため、係長級の昇給ベースアップすること。

現行どおりとする。 

⑵ １級から２級への昇格年限を短縮する制

度を新設すること。 

昇格資格基準については現行どおりとする。 

なお、２級から３級への昇格年限の短縮につい

ては、平成 27 年 1 月 6日提案（平成 27 年 1 月 30

日妥結）の「検定試験による前倒し昇格制度の導

入について」のとおり実施していく。 

⑶ これまでの労使合意に基づき４級昇格制

度を実現すること。 

⑶～⑼ 現行どおりとする。 

 

⑷ 同一労働・同一賃金に基づき、再任用職

員・嘱託員について、勤務時間および業務の

質・量に応じて正規職員と同等の扱いとする

こと。 

⑸ 子の看護休暇について、第３子以降につい

ても第２子までと同様に５日付与すること。

⑹ 以前の持家者の住居手当を復元すること。

⑺ 住居手当については、現在の市内居住促進

策の代わりに、市内在住者、市街近郊地在住

者、その他などと市内居住促進を加味した区

分を行い、国とは住宅事情のありかたが異

なっていることから、国の施策に縛られるこ

となく柔軟に考慮した額を支給すること。 

⑻ 技術士や土木施工技師など特別な資格を

保有する者を昇格、または資格者手当を新設

し支給すること。 

⑼ 中途採用者の昇格年限は、民間歴を考慮

し、在級年数の短縮を行うこと。 

２．人事評価に関すること  
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要求事項 回答 

⑴  評価方法について、管理職の不適切な目

標設定は、一般職等の業務量の増加や過剰

なスピードでの業務遂行を生み出すこと

に繋がり、労働安全衛生に大きく影響を及

ぼすものであることから、職務目標に関し

て、評価者はプロセスを評価し、達成率に

固執しない評価をすること。 

 

勤務成績に基づく昇給制度及び勤勉手当への成

績率反映については、平成２５年度に妥結してい

る「人事評価の結果を反映した勤勉手当・昇給制

度の導入について」のとおり運用しており、毎年

必要な改善を行うなど、適正な評価制度の運用に

努めているところである。 

 

３．労使条件・人員確保に関すること  

⑴ 夜間や時間外における緊急出動等の呼び

出しについて、職員の状況を考慮すること。

勤務時間外における職員の出勤要請にあって

は、職員個々に対してその時点での職員の状況を

確認し、出勤の要請を行っているものである。 

 

⑵  時間外・休日労働の縮減のため、時間

外・休日労働縮減計画の策定など、実効あ

る施策を講じること。 

⑵・⑶ 

平成 27 年度から職員のワークライフバランスの

推進に向けて、時間外勤務の削減や年次休暇等の計

画的な取得を推進している。また、平成 29 年度か

ら早出遅出勤務制度を導入するなど環境整備に取

り組んでいる。 

 

⑶ 年次有給休暇等の計画的に取得できる方

策を講じること。 

⑷ 36 協定を遵守するとともに、超過勤務が

労働基準法第３６条第１項の協定で定める

労働時間の延長の限度等に関する基準を超

える職場については、その実態を明らかにす

るとともに、業務に必要な人員を配置するこ

と。 

36 協定については必要に応じて事前協議を行

うなど、締結内容を遵守している。また、人員の

確保については、所属ごとに適正な人員配置を

行っていく。 

 

⑸ 超過勤務手当の支給を予算がないことを

理由に、代休の強制やサービス超勤の強制を

しないこと。 

代休の取得については、あくまでも本人の選択

によるものであり、また、振替命令については、

職員の健康管理の観点から、適正に発していると

ころである。 

また、職員の健康管理の観点からも、所管課と十

分に話をし、理解を求めるなか、引き続き時間外勤

務等の縮減と適正管理に努めていきたい。 

 

⑹ 兵庫県が実施している家庭や地域活動に

寄与する両立支援休暇を創設すること。 

⑹・⑺ 

現行どおりとする。なお、ワークライフバランス
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要求事項 回答 

⑺ 勤続１０年及び勤続３０年のリフレッ

シュ休暇を復活すること。 

をより一層推進していく観点から、勤続年数に係わ

らず年次有給休暇等の計画的連続取得について毎

年４月に各所属へ周知しているところである。 

 

⑻ 現業職の業務内容の明確化と現業職場の

将来像を確立すること。 

公営企業局の現業職場については、平成 29 年度

の業務プロセス分析に基づき、アウトソーシングを

していく方針が決定されている。現業職場の将来像

については、引き続き情報提供を行い、必要に応じ

て協議していく。 

⑼ 恒常的な残業状態の解消と休暇などが取

得できるように、また、健康で働き続けられ

るよう、所属ごとに職場の実態を検証し必要

な人員を増員すること。並びに職場内の不均

衡な業務バランスを解消する策を講じるこ

と。基本的には、定年退職者等による欠員補

充については正規職員を配置し、年度内の中

途退職により欠員が生じた場合には新規採

用職員に限らず迅速な補充を、疾病等による

一時的な欠員が生じた場合には臨時職員を

迅速に補充すること。 

職員の健康管理の観点からも、所管課と十分に

話をし、理解を求めるなか、引き続き時間外勤務

の縮減に努めていきたい。 

人員の確保については、所属ごとに適正な人員

配置を行っていく中で検討する。 

休暇の取得に関しては、各所属ともそれぞれ工

夫するなかで業務に支障をきたさないよう取得す

ることを心がけており、時間外勤務が多い職場が

あまり取得できていないということはないと考え

ている。 

各職員の業務分担については職員の職責や能

力、組織運営の必要性などを踏まえ適正に割り振

りを行っている。 

年度内に欠員が発生した場合についてはでき

るだけ早期に解消できるよう努めて行きたい。 

また、疾病等における一時的な欠員については、

業務内容等も鑑み、臨時的任用職員の配置を考え

て行きたい。 

 

⑽ 育児休業を取得した職員の処遇について、

後に本人の不利益とならないよう配慮する

こと。 

 

育児休業を理由として、不利益な取扱いをするこ

とはない。 

⑾ 再任用制度に係る雇用、賃金・労働条件及

び職場配置については、引き続き、組合と協

議すること。特に、３０時間再任用職員につ

いては適正に配置すること。 

⑾・⑿ 

再任用職員は、一般職の職員として、その経験・

能力等を活かす観点から、定年前職員と同様に行政

需要に応じて設置された職に就くものである。ま
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要求事項 回答 

⑿ ＯＢ嘱託員、再任用がこれまで経験した知

識を若手職員へ伝承するようメンター制度

を導入し、公営企業局全体として技術の向上

をはかるよう努めること。 

た、再任用職員については、従前の勤務実績や能力、

適性等を厳正に評価し、任用を行う。 

 

 

⒀ 非組合員指定職員等の範囲を縮小するこ

と。 

毎年 4 月に労使双方でその範囲を確認しており、

今後ともこのような考え方で取り扱っていきたい。

⒁ 異動を要望しない組合員の他部局への人

事異動については、本人の意思を尊重するこ

と。 

人事異動については当局の責任において行う。 

⒂ 組合員確保・増員並びに組合員と非組合員

との不公平感解消を目的に、エージェンシー

ショップ制とすること。 

地方公営企業等の労働関係に関する法律第５条

第１項では「職員は、労働組合を結成し、若しくは

結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しない

ことができる。」と規定し、いわゆるオープンショッ

プ制の原則をとっており、これまでの労働組合設立

の経緯等を踏まえると、エージェンシーショップ制

はなじまないと考えている。 

⒃ 早出遅出勤務制度利用に関して、あくまで

も職員の申し出等により所属長が必要と判

断した場合に厳守し強制しないこと。 

早出遅出勤務制度については職員の申し出等に

より所属長が必要と判断した場合に認めることと

している。 

４．職員の健康維持対策に関すること  

⑴ 職員の健康保持対策を充実するとともに、

疾病等の予防対策を充実すること。また、要

再検者の受診は職免とすること。 

健康保持対策については、疾病予防に重点を置

き、健康診断の結果に基づく事後指導を充実させる

など、積極的に取り組んできているところである

が、安全衛生委員会等で協議し、創意工夫をしてい

く中で、今後も更に充実させていきたい。再検者の

取扱いについては、現行どおりとする。 

⑵ 傷病休職者の職場復帰にあたり、円滑に復

帰できるシステムを協議すること。 

リハビリ出勤制度を活用し、円滑な職場復帰の一

助としている。また、健康相談ができる窓口を設け

ている。 

⑶ 臨時職員に対し定期健康診断を実施する

こと。 

 

 

 

 

 

健康診断の実施自体を否定する考えはないが、任

用期間も差異が大きく、法定義務がないため実施し

ていない。今後、会計年度任用職員の導入に伴い、

健康診断の実施対象となる職員については、適切な

対応を行っていく。 
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要求事項 回答 

⑷ アスベスト健康診断については、希望制で

はなく、対象地域に在勤、在住していた職員

に対し、健康診断を受診するように働きかけ

ること。 

不安を持つ職員に対してはアスベスト健康診断

を継続して実施している。 

⑸ 妊娠中の女性職員については、業務内容や

業務量について充分に配慮すること。 

これまでにおいても、通勤緩和休暇等により、妊

娠中の女性職員に対して配慮しているところであ

る。 

⑹ 特定の職場でメンタルヘルス面に不調を

訴える職員が増加傾向である。当該職場に対

して、管理職への研修を実施し、管理職だけ

でなく職場一丸となって解決するよう施策

を講じること。また、公営企業局専任として

の保健師を上下水道庁舎内に配置させるこ

と。 

 

メンタル面で不調をきたす職員については当局

としても問題意識は持っているものであり、所属、

企画管理課職員担当及び給与課職員健康推進担当

が連携し、保健師の面談も含めフォローに力を入れ

ているものである。なお、保健師が行う保健業務に

ついては、今年度から、より専門的で安定的な体制

を構築し、一層の充実と強化を図るため給与課健康

推進担当の保健師が取り扱うこととしたものであ

る。 

５．福利厚生に関すること  

⑴ 休憩場所の確保及び整備を行うこと。 休憩場所については一定の場所を確保するなど

環境整備を行っている。 

⑵ 法に基づく雇用主の責任を果たすため、事

業主としての負担を担い、福利厚生事業の充

実向上を行なうこと。 

⑵～⑷ 

職員の福利厚生の重要性については十分認識し

ているところであり、財政状況、社会情勢、公費負

担の妥当性等を踏まえて、適切かつ効率的な事業の

展開に努める。また、親睦を図る行事等については、

全体調整の中で日程等を定める都合上、必ずしもす

べての職場の繁忙期を勘案出来ない状況もあるが、

できる限り配慮していく。 

なお、水道局職員厚生振興会については、本年度

の公営企業局発足に伴い、廃止したところである。

 

⑶ 局厚生会を活用・活性化し、職員の福利厚

生事業の充実をはかること。 

⑷ 職員の親睦を図るため、スポーツ行事等を

実施すること。 

６．設備改善対策について  
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要求事項 回答 

⑴ 労働安全衛生委員会を積極的に活用し、職

場環境の整備をはかること。また、更衣室、

便所（洋式の設置等）、洗面所、湯沸場等に

ついても設備改善を行い、明るく衛生的に努

めること。具体的には、感染症予防のため洗

面等を自動水栓に改造し、便所の出入口扉を

安全面に考慮したものとすること。また、本

局以外の出先事務所の環境改善、オストメイ

トの設置、バリアフリー化など、高齢者や障

害者へ配慮した改善を行なうこと。また、具

体的な計画を早急に示すこと。 

安全衛生に係る取組みについては、労働安全衛生

法の趣旨を踏まえ、専門職員の配置や、安全衛生委

員会の内容及び開催回数の充実を図っている。今後

とも安全衛生委員会等で協議し、創意工夫していく

中で引き続き充実させていきたい。 

⑵ 耐震化後に雨漏りした箇所を速やかに補

修するなど、庁舎の適正管理を行うこと。 

本年7月の集中豪雨により庁舎南側2階料金課及

び 4 階組合室の耐震補強工事時の開口閉鎖部より

雨漏りが発生したため速やかに補修を行った。その

後、組合室部分については本年 9 月の台風 21 号の

際にも雨漏りが発生したが、それ以降は発生してい

ない。来年度には外壁補修工事を行うなど庁舎の適

正な管理に努めていく。 

⑶ 現業・非現業職員を問わず、出勤している

人員に合わせてパソコンを配置すること。 

パソコンの配置については、尼崎市行政事務支援

システムパソコン等配置基準に準拠し、平成 25 年

10 月より職員個人に貸与する形から、課に配置す

る形に変更している。 

⑷ 管路維持課の車庫及びガード下の駐車場

に出庫時の合図灯の設置及び盗難防止のた

めの措置を行うこと。 

⑷・⑸ 

駐車場入口へのカーブミラーの設置等、適宜改善

を行なっており、今後とも必要に応じて適宜改善に

努め、必要な事項については協議していく。 ⑸ 以上の職場環境改善については、具体的な

年次計画を早急に策定し組合に明らかにす

るとともに、その実現を図ること。 

７．委託に関すること  

⑴ 「合理化」提案にあたっては、これまで労

使確認している「６ヶ月前提案」にこだわら

ず、それ以前にも協議すること。 

今後とも組合の理解と協力を求める姿勢を基本

として、話し合っていきたい考えである。 

⑵ 技術継承を必要とする業務に関しては、人

材育成や技術力維持の面からも安易にアウ

トソーシングを行わないこと。 

アウトソーシングの取組については、平成 29 年

度に示された「業務施行体制の見直しに向けた今後

の方向性について」の考え方に基づき実施してい

く。 

８．ライフラインにおける危機管理体制につ

いて 
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要求事項 回答 

⑴ 厳冬期におけるライフライン（主に給水

管）凍結破損危機広報を、現在の基準にこだ

わることなく迅速に実施すること。 

低温注意報が発表された際の広報については、現

在の基準にこだわるものではなく個々の状況に応

じて、効果的な手法で対応していくことが必要であ

ると認識している。 

 

以 上   



別紙２ 

公営企業局における平成 31 年度向けアウトソーシングについて（メモ） 

 

                              平成 30 年 11 月 30 日  

 

「公営企業局における平成 31 年度向けアウトソーシングについて（メモ）」の「３ 諾否期限」

を次のとおり修正する。 

 

３ 諾否期限 

 平成 31 年 1 月 21 日 

 

以 上   

 

 

参考 

公営企業局における平成 31 年度向けアウトソーシングについて（メモ） 

 

平成 30 年 9 月 26 日  

 

 

１ 施設課所管のポンプ場の運転操作及び維持業務の一部の見直し 

⑴ 目的 

業務執行体制見直し検討会議の検討結果の方向性を踏まえ、下水道事業における施設課所

管のポンプ場の運転操作及び維持業務の一部について効率化を図る。 

⑵ 実施内容 

  施設課所管のポンプ場（栗山・富松・尾浜・東難波）の運転操作及び維持業務のうち、平

日夜間、土日祝日及び年末年始における業務を委託する。 

⑶ 実施時期 

平成 31 年 4 月 1 日 

⑷ 人員 

  正規職員 ▲8人 

  

２ 浄化センター所管のポンプ場・処理場の運転操作及び維持業務の一部の見直し 

⑴ 目的 

業務執行体制見直し検討会議の検討結果の方向性を踏まえ、下水道事業における浄化セン

ター所管のポンプ場・処理場の運転操作及び維持業務の一部について効率化を図る。 

⑵ 実施内容 

  浄化センター所管のポンプ場（高田・西川）・処理場の運転操作及び維持業務のうち、平日

夜間、土日祝日及び年末年始における業務を委託する。 

 



⑶ 実施時期 

 平成 31 年 4 月 1 日 

⑷ 人員 

  正規職員 ▲12 人 

 

３ 諾否期限 

本提案に対する諾否については、平成 30 年 11 月 30 日（金）までにされたい。 

 

  以 上   



◎妥結事項 

 １１月８日、１３日、２６日の３回にわたる交渉の結果を受けて、次の項目について妥

結に至った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 平成３０年度給与改定 ＜妥結日：平成３０年１１月１６日＞ 

⑴ 給料表 

企業一般職給料表及び企業技能労務職給料表について、平成３０年１１月８日付メモのとおり

改定する。 

 ⑵ 生活補給金基準額 

給料表の改定に伴い、企業一般職給料表適用者及び企業技能労務職給料表適用者の生活補給金

に係る基準額について、次のとおり改定する。 

（企業一般職） 

年齢 現行 改定後 引上額 

30 歳 217,700 円 218,500 円 800 円

31 歳 223,300 円 224,000 円 700 円

32 歳 229,100 円 229,800 円 700 円

33 歳 235,000 円 235,800 円 800 円

34 歳 241,500 円 242,100 円 600 円

35 歳 248,300 円 249,000 円 700 円

36 歳 254,600 円 255,100 円 500 円

37 歳 261,200 円 261,700 円 500 円

38 歳 267,200 円 267,600 円 400 円

39 歳 272,600 円 273,100 円 500 円

40 歳以上 55 歳未満 277,600 円 278,000 円 400 円

 

（企業技能労務職） 

年齢 現行 改定後 引上額 

30 歳 204,400 円 205,300 円 900 円

31 歳 209,400 円 210,200 円 800 円

32 歳 214,300 円 215,200 円 900 円

33 歳 219,200 円 220,100 円 900 円

34 歳 223,100 円 224,000 円 900 円

35 歳 227,200 円 228,100 円 900 円



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 歳 231,200 円 231,900 円 700 円

37 歳 234,900 円 235,500 円 600 円

38 歳 238,600 円 239,200 円 600 円

39 歳 242,200 円 242,700 円 500 円

40 歳以上 55 歳未満 245,900 円 246,400 円 500 円

※ H23.１.31 時点で在職中の職員については、別途設定の企業一般職給料表適用者に係る基準

額を適用する。 

 ⑶ 期末手当 

   平成 31 年度以降の期末手当の支給月数について、次のとおり改定する。 

 
現行 改定後 

６月期 12 月期 ６月期 12 月期

定年前職員 1.225 月 1.375 月 1.300 月 1.300 月

再任用職員 0.650 月 0.800 月 0.725 月 0.725 月

 

２ 期末・勤勉手当の支給[平成３０年１２月１０日支給]  ＜妥結日：平成３０年１１月１６日＞ 

  組合要求 ２．６８月プラス２万円 

  ・定年前職員 

期末手当 勤勉手当 合 計 

1.375 月 0.950 月 2.325 月 

  ・再任用職員 

期末手当 勤勉手当 合 計 

0.800 月 0.475 月 1.275 月 

  ・嘱託職員に支給する割増報酬 

報酬月額が１７４，８００円の嘱託員については報酬月額の２．０９月分、報酬月額が２３３，

２００円の嘱託員については３１７，０００円とする。なお、本市を定年退職した者については

支給しない。 

 

３ 臨時的任用職員の賃金日額[平成３１年４月１日実施] ＜妥結日：平成３０年１１月２９日＞ 

   

（７時間 45 分勤務 単位：円）   

職種 区分 現行 改定後 引上額 



 

 

 

 

事務職 

高校卒以上又は 18 歳以上 

（高校在学中の者を除く。） 
8,040 8,140 100 

その他 7,290 7,390 100 

作業員等 

業務員及び用務員に相当する職 8,350 8,360 10 

その他 8,810 8,820 10 

技術職 
土木、建築、機械、電気、環境・

衛生職（無資格） 
9,180 9,200 20 

 

４ 特定保健指導受診に係る職務専念義務の免除について[平成３１年４月１日実施]＜妥結日：平成

３０年１１月２９日＞ 

  兵庫県市町村職員共済組合が委託契約している医療機関の保健師を本市の事業所に招き、本市の

事業所で特定保健指導を受診できる体制（以下「コラボヘルス」という。）を導入することに合わせ

て、平成３０年１１月８日付メモのとおり、職務専念義務を免除する。 
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